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令和８年度 函館工業高等専門学校 科目等履修生募集要項 

 

１.入学資格 

次の各号の一に該当するものとします。 

   （１）高等学校を卒業した者 

  （２）校長が，前号と同等以上の学力があると認めた者 

 

２.履修科目 

   履修を許可する科目は，当該年度に開講を予定している全科目となります。 

   ただし，１０月入学の場合は，後期開講科目に限ります。（通年科目，前期開講科目は対象外） 

 

３．出願手続 

 （１）出願期間等 

※出願前に，履修を希望する科目について，下記担当あてご連絡をお願いします。 

４月入学 令和８年２月 ２日（月）９：００から令和８年２月１３日（金）１６：００（必着） 

１０月入学 令和８年７月２２日（水）９：００から令和８年８月 ５日（水）１６：００（必着） 

出願書類の 

提出先 

〒042-8501 北海道函館市戸倉町１４番１号 

函館工業高等専門学校学生課教務係  TEL：０１３８－５９－６３３３ 

※受付時間：９：００～１６：００ 

※持参又は郵送（簡易書留とし，封筒の表に「科目等履修生出願書類在中」と 

朱書きしてください。）により提出してください。 

 

（２）出願書類等 

    ①（別紙様式第１号）科目等履修生入学願書（本校所定様式） 

    ②履歴書（本校所定様式） 

③最終学校の卒業又は修了証明書（いずれも見込を含む。） 

④現に職を有している者は，勤務先所属長の承諾書 

⑤検定料の振込金受領書（控） 

       

（３） 検定料 

４， ９００円 

※本校所定の振込用紙により，金融機関（ゆうちょ銀行を除く）から，出願者本人の名義にて 

振り込み，振込後，「振込受領書（控）」を他の出願書類と併せて提出してください。 

※ゆうちょ銀行から振り込む場合は，ゆうちょ銀行で専用の振込依頼書を受け取り，ゆうちょ 

銀行窓口で検定料を振り込みのうえ，「振替払出請求書預金口座振替による振替受付書」を 

他の出願書類と併せて提出してください。 

      ※既納の検定料は，二重に払い込んだ場合にのみ返還請求ができます。該当する場合は学生課 

教務係まで連絡してください。 
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４．入学者の選考 

選考は，面接試験及び出願書類を総合的に判定して行います。 

面接日時 

４月入学  令和８年３月 ２日（月） １３：３０～ 

１０月入学 令和８年９月 １日（火） １３：３０～ 

※集合場所等の詳細は，別途通知します。 

面接会場 
〒042-8501 北海道函館市戸倉町１４番１号 

函館工業高等専門学校内 

※面接試験において障害等を理由とした合理的配慮の提供を希望する場合は，事前に学生課 

教務係までご相談ください。また，必要に応じて，出願者，出願者の保護者及び最終学校 

の関係者に対して，相談された内容について質問する場合がありますが，合理的配慮に関 

する申請及び問い合わせ内容は，合否判定には一切かかわりません。 

 

５．選考結果 

選考結果の通知書を本人あてに送付します。 

 

６．入学手続 

合格の通知を受けた者は，次の手続きを行ってください。 

（１）入学料 

      手続期限までに，入学料（８，４００円）を納付してください。（振込依頼書を合格通知 

に同封します。） 

       ※既納の入学料は，いかなる理由があっても返還しません。 

 

 （２）誓約書 

      手続期限までに，誓約書（本校所定様式）を提出してください。様式は，合格者にのみ， 

選考結果の通知書に同封します。 

  

 （３）入学手続期限 

      ４月入学   令和８年３月１８日（水）１６：００（必着） 

      １０月入学  令和８年９月１８日（金）１６：００（必着） 

  

  （４）その他 

      その他，入学に必要な書類等については，別途連絡します。 

         

７．授業料 

１単位につき６，２００円（６，２００円×履修許可単位数） 

学期ごとの所定の期日までに，履修する科目に係る全額を，預金口座振替（引落）により納付して 

ください。 

 

８．その他 

   （１）科目等履修生制度は，本校の学生以外で，本校が開講している授業科目を履修し，単位を修得 

できる制度です。詳細は，本要項のほか，函館工業高等専門学校科目等履修生規程を参照してく 

ださい。 
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   （２）出願書類に不備がある場合は，受け付けません。 

   （３）出願書類等に虚偽の記載があった場合は，入学後においても入学を取り消すことがあります。 

   （４）検定料，入学料及び授業料は，入学時及び在学中に改訂が行われた場合は，改訂時から新たな 

額が適用されます。 

   （５）履修した授業科目を修得した場合は，所定の単位を認定します。 

   （６）単位の修得が認定された授業科目は，本人からの願い出により単位修得証明書を交付します。 

（７）入学願書等に記載されている事項及び面接試験を通じて取得した個人情報は，選考資料及び 

入学後の教育・指導として利用します。 

   

９．参考資料（本校ホームページにて公開中） 

    教育課程・シラバス・成績評価 https://www.hakodate-ct.ac.jp/subject/syllabus/ 

    授業時間割・行事予定表    https://www.hakodate-ct.ac.jp/enrollment/ 

 

 


